
 

今般、ＪＣＩでは、相続等の特殊な登録手続きを迅速に処理するため、「

を本部（東京）に設置し、令和３年７月から運用を開始しました。 

に関するお問合せにつきま

しては、登録センターの専門スタッフがご案内しますので、下記の電話番号まで

ご連絡ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00～11:30、13:00～16:00 
12/29～1/3  

 

⚠

・  

・登録センターが書類審査を行うことから、「申請内容に不備がある場合等のご連絡 

」についても、

させていただくことがございます。 

・ に係る「お客様からの 」、「支部へ提出

された申請書類の 」及び「お客様への 」となります。 

https://jci.go.jp/branch/index.html
https://jci.go.jp/question/index.html
https://jci.go.jp/branch/index.html
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